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 News Release 

 
 

内部通報制度の整備状況に関する調査 2018年版を公表 
 グローバル内部通報を運用する企業は、昨年に続きおよそ 5割 

 内部通報制度の高度化は停滞 

 直近 1年で不正の告発を受信した企業は 2割未満 

 グローバル内部通報制度においてリニエンシー制度（※1）の導入は少数、報奨制度は 0 

 

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 丸山満彦）は、「内部通

報制度の整備状況に関するアンケート調査」の結果を公表します。本調査は、2018 年 6 月に経営企画/総

務/法務/内部監査/国際管理の担当者、および内部通報サービスに関心のある企業の担当者を対象に行い、

上場企業 266社を含む 330社から有効回答を得ました。 

 

総括 

ほぼすべての企業が通報窓口を設置済みで、グローバル内部通報制度の運用をすでに開始している企

業も約半数に達しています。その一方で、内部通報制度の高度化を示すと考えられる「グローバルで統一

の内部通報制度の規程や体制を定義」20%（2017年 21%）や、「通報対応の意思決定機関に社外取締

役、社外監査役を含む」28%（2017年 30%）といった割合は、2017年版の前回調査と比較して上昇してい

ません。また、今回初めて不正の告発の受信比率を聞いたところ、最多の回答は「直近 1年で不正の告発

を受信していない」（81%）となりました。 

 

主な回答結果 

 

1. 通報窓口の設置状況  

「通報窓口がある」との回答は、307社93%となり、特殊な状況で窓口を設置しているその他（6%）を加え

ると、2017年の調査時の 99%と同様となり、ほぼすべての企業が窓口を設置しています（図表 1）。外部通

報窓口の設置は 72%に上り、こちらも特殊な状況で外部窓口を設置しているその他（6%）を加えると、2017

年（79%）と同様です。外部通報窓口は組織内の人員ではないため通報者の安心感を高めるとともに、匿

名通報を可能にすることから、多くの企業が採用していると考えられます（図表 2）。 

 

なお、特殊な状況とは、単体としては有していないが親会社等が設置する窓口（外部を含む）を利用可能

といったことを指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年 10月 9日 

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 
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図表 1 通報窓口の有無（N=330社） 図表 2 外部通報窓口の有無（N=330社） 

  
 
 

2. グローバル内部通報の状況 

回答企業で海外に進出していると推定される企業「以下、海外進出推定企業（*1）」159 社のうち、海外か

らの通報を受け付ける窓口を有しているのは 85 社 54%でした。海外通報の窓口の設置は道半ばですが、

特殊な状況で窓口を設置しているその他（9%）を加えると 2017年（60%）より微増となります（図表 3）。グロ

ーバル内部通報を運用しているという企業も 2017年とほぼ同様の比率となっています（図表 4）。 

 

図表 3 海外通報の窓口-海外進出推定企業 

     （N=159社） 

図表 4 グローバル内部通報の運用有無-海外進出

推定企業（N=159社） 

  
 
 
 

3. 不正を告発する通報の受信状況 

日本国内の通報に関しては、窓口はないと回答した 33 社をのぞく 297 社のうち、239 社 81%が直近 1

年間で不正の告発を受信していません（図表 5）。海外進出推定企業 159社における海外通報においても、

窓口はないと回答した 64社をのぞく 95社のうち、72 社 76%が直近 1 年間で不正の告発を受信していな

いと回答しました（図表 6）。このことから、日本企業の内部通報制度は制度の本来の目的である不正の告
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発とは離れ、待遇や人間関係に対する通報者の個人的な不満を多数受信しているものと推察できます。そ

ういった状態が継続すると、通報者が不満の表明を行う場合も公益通報者保護法により自分が保護される

と誤解して通報対応に強い不満を抱く、あるいは企業とのトラブルが発生する、といった弊害が懸念されま

す。この状況が長期的に続くと、日本企業の内部通報制度の品質や信頼性が徐々に低下していくことが予

測されます。 

図表 5 国内の不正の告発受信比率（国内におい

て、窓口はないと回答した企業をのぞく N=297） 

図表 6 海外の不正の告発受信比率-海外進出推

定企業（海外において、窓口はないと回答した企

業をのぞく N=95） 

 
 

 
 
 

4. 内部通報制度の高度化は停滞 

外部窓口が顧問弁護士以外の事業者である企業は、外部受付窓口がないと回答した 82社をのぞく 248

社のうち 115 社 46%となり、2017年の 54%より 8ポイント低下しました。顧問弁護士は企業を擁護する立

場にあるため、通報者と企業の間で外部窓口としての中立性を保持することが困難と考えられ、その中立

性の重要性を再確認する必要があると言えます。 

 

実際には不正の告発は少なく、通報の多くが人事評価や上司との人間関係に起因する個人的な不満の

表明です。個人的な不満の表明には、特に内部通報制度で強く求められる匿名での対応が困難となり、処

理のプロセスが根本的に異なります。そのため、通報の性質に応じて複数の窓口を設けることが望ましい

一方、実際にはその割合は 21%にとどまっています（図表 7）。 

 

通報のエスカレーション判断を受信部署とは別機関に委ねることができれば不正をもみ消すことがより難

しくなりますが、その体制を整えている企業は 29%にとどまります。受信する通報の大多数が個人的な不満

の表明であるという前提に立てば、エスカレーションの判断を受信部署と別機関に委ねる必要はなく、単な

る非効率となる可能性があります。 

 

また、個人的な不満の表明に類する案件をすべて社外取締役や社外監査役に共有することは実務的とは

いえません。そのため、図表 7 に示されるように「通報対応の意思決定機関に社外取締役、社外監査役を

含む」が、内部通報制度はないと回答した 3社をのぞき 91社 28%（2017年 30%）にとどまっていると推察

できます。いわゆる公益通報につながるような不正の告発と個人的な不満の表明を明確に分割し、不正の
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告発は内部通報制度で対応し、不満の表明にはそれとは異なるプロセスで対応することを明確に宣言する

等、制度を適切に設計し直す時期が到来していると考えられます。 

 

また、グローバル内部通報の運用は過半数に達している一方（図表 4）、グローバル統一で内部通報制

度の規程や体制を定義している比率は 20%にとどまっており（図表 7）、調査や通報者保護といった対応品

質のレベルを各拠点の独自運用に委ねることを前提としたグローバル内部通報制度が多いことが読み取

れます。 

取組み 2018年 

（N=248） 

2017年 

（N=171） 

上昇度 

外部窓口は顧問弁護士以外の事業者 46% 54% -8 

通報の性質に応じて複数の窓口を設置 21% 22% -1 

グローバル統一で内部通報制度の規程や体制を定義 20% 21% -1 

通報のエスカレーション判断は受信部署とは別機関 29% 27% +2 

通報対応の意思決定機関に社外取締役、社外監査役を含む 28% 30％ -2 

 
 

5. グローバル内部通報制度におけるリニエンシー制度と報奨制度の導入状況 

グローバル内部通報制度を構築・導入・運営する上で検討すべき課題として、リニエンシー制度（※1）お

よび報奨制度（※2）の導入があります。実際に米国では行政が内部告発者に対して数十億円にも達する

高額な報奨金を支給する事例が報告されていて、日本国内においても司法取引制度の実例が発生してい

ます。企業としてこういった社会情勢に対応していく必要がある一方で、不正の主体者を許容することにつ

ながるリニエンシー制度や、密告した者を報奨する制度が風土や文化に与えるマイナスの影響を懸念する

声も多くあります。海外拠点はないあるいは内部通報制度はないと回答した 64 社をのぞく 95 社のうち、リ

ニエンシー制度を導入する企業は 12 社 13%（図表 8）にとどまり、報奨制度を導入する企業はありません

でした（図表 9）。 

 

※1 リニエンシー制度：自ら不正を告発した者への懲罰の減免が検討される制度 

※2 報奨制度：通報者への謝金や昇給等の付与が検討される制度 

 

図表 7 内部通報制度の高度化を表すと考えられる取組みの変化の度合い  
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図表 8 グローバル内部通報制度におけるリニエンシー

制度の状況-海外進出推定企業（内部通報制度はない

と回答した企業をのぞく N=95社） 

図表 9 グローバル内部通報制度における報奨制

度の状況-海外進出推定企業（内部通報制度ない

あるい把握していないと回答した企業をのぞく

N=99社） 
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調査概要 

対象者 デロイト トーマツ グループ主催のセミナーに申し込んだ企業の担当者のうち、経

営企画/総務/法務/内部監査/国際管理 の属性を有する方 

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社の内部通報サービスの説明を依頼した

企業の担当者 

実施期間 2018年 6月 14日～6月 30日（2017年調査時は 2017年 5月） 

回答方法 Webアンケートフォームへの入力 

有効回答数 330社（2017年調査時は 221社） 

 

(*1)「海外進出推定企業」は、下記のC,D,Fのいずれか１つを選択した企業を指し、今回調査では 159社が

該当しました（2017年調査時は 132社）。 

 

内部通報制度以外に、組織の要員の不当行為あるいは不正行為の可能性を能動的に情報収集する以下

のような活動を実施していますか（複数回答可） 
 

A) 定期的に実施する国内内部監査 

B) 随時実施する国内内部監査 

C) 定期的に実施する海外子会社の内部監査 

D) 随時実施する海外子会社の内部監査 

E) 国内のコンプライアンスサーベイ（広範な要員を対象とするもの、ローテーションで数年に一回

を含む） 

F） 海外子会社のコンプライアンスサーベイ（広範な要員を対象とするもの、ローテーションで数年

に一回を含む） 

G） これらの活動は実施していない 

 

*本調査結果に係る割合は小数点以下を四捨五入しており、合計値が 100％にならないものがあります。 

 

＜報道関係者からの問い合わせ先＞ 

有限責任監査法人トーマツ 広報担当 新井、田邊 

（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社） 
Tel: 03-6213-2050 
Email: audit-pr@tohmatsu.co.jp 
 
 
 
 
 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマ

ツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリ

ー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ 

グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、

コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40都市に約 11,000名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な

日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービス

を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高

度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8

割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter

もご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメ

ンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（ま

たは“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は 

www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
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